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【研究要旨】 

（１）米国における大麻規制の現状 

 米国における大麻規制手法の概要についてまとめた。医療用大麻法を運用する州の数は、初年

度の調査では 29州+D.Cであったが 2年度の調査では 33州+D.Cへと増加した。規制の状況は、

一部の州において、大麻の適応症数は更新されていたが、大麻の所持量、大麻摂取法など州間で

統一されていない状況のままであった。医療用大麻法が導入されていない 17 州のうち 13 州で

は、大麻に含まれる化学物質であるカンナビジオール(Cannabidiol, CBD)のみ、医療目的による所

持・使用を認めていた。レクリエーション用大麻法が導入された州の数も、昨年度の調査では 9

州+D.C であったが本年度の調査では 11 州+D.C へと増加した。嗜好品としての大麻使用規制に

ついては、年齢制限、所持量、使用できる場所（学校、職場、公共施設では禁止）などが規定さ

れていた。違反した場合の罰則規定については、カリフォルニア州とコロラド州で成人における

所持・使用制限の違反は、罰金刑や刑務所での服役など厳しい罰則が定められていた。 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関する調査：本研究における検索結果から、大麻を使

用した直後の危険性として、大麻使用により意識の変容が生じ、自動車等の操作に影響を与える

ことが考えられる。また、大麻の慢性使用は、退薬症候をともなう薬物依存に陥る危険性がある。

特に若年からの大麻使用（高頻度かつ長期間）は、統合失調症、うつ病の発症を増加させる危険

性があり、注意を要すると考えられる。大麻の医療への応用に関しては、研究の対象サンプルが

小さいため、十分な解析の上での評価結果であるかは判断が難しい状況であった。痛みの緩和（神

経因性疼痛など）、食欲増進(HIV患者での食欲刺激)、多発性硬化症に対する効果に関しての研究

が進んでいるが、その有効性については大麻に含まれる Δ9-THC および CBD などの主要成分に

着目して、慎重かつ適切な判断が必要である。大麻および関連化合物の取り扱いについては、有

害作用による不利益を十分考慮した慎重な対応が必要である。 

（３）米国における薬物乱用防止教育：米国における薬物乱用防止教育について、カリフォルニ

ア州で実施されているプログラムの調査を行った。プログラムでは、若者が動機や対話などのス

キル、意思決定について学ぶことに重点が置かれ、プログラム受講により薬物使用が抑制される

効果が得られるということがわかった。 

 世界的な大麻規制の変化を注視し、我が国でも大麻使用に関する健康被害および社会生活に対

する影響などを含む総合的な検証が必要であろう。 
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（１）米国における大麻規制の現状 

 

A. 目 的 

 

 世界的に大麻規制システムの変革が進んで

おり、大麻規制を緩和する流れが起きている。

米国では、大麻を連邦法である物質規制法によ

って最も厳しい規制のカテゴリーである

Schedule Iと定めているが、州単位では医療目的

または嗜好品目的による大麻の使用を合法化

する動きが活発化している。今後、わが国にお

ける大麻の規制に大きな影響を与える可能性

がある。 

 本研究では、米国における医療用大麻法およ

びレクリエーション用大麻法について調査し、

各州の医療用大麻および嗜好品としての大麻

の規制の現状についてまとめた。 

 

B. 方 法 

 

(1)米国における医療用大麻法（Medical 

marijuana laws, MMLs）：2019年 11月 29日時点

での、33 州および D.C.における医療用大麻法

（Medical marijuana laws, MMLs）の運用を担当

する州保健省内の専門管轄担当局の公開して

いる規定を調べ、州ごとの共通点と相違点の比

較整理を行った。管轄となる州保健省の一覧は、

Table.1に記載した。調査項目は、年齢、対象と

なる適用症、所持量、使用方法として喫煙の可

否とした。次に、州法で大麻に含まれる化学物

質のうち、カンナビジオール(Cannabidiol, CBD)

についてのみ医療目的での所持・使用を認めて

いる 13 州について担当局の公開している規定

を調べ、州ごとの共通点と相違点の比較整理を

行った。管轄となる州保健省の一覧は、Table.2

に記載した。 

 

(2) 米国におけるレクリエーション用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）： 2019年

11月 29日時点での、11州および D.C.における

レクリエーション用大麻法（ Recreational 

marijuana laws, RMLs）の運用を担当する州の担

当局の公開している規定を調べ、年齢、所持量、

大麻および大麻製品の購入にかかる税金、使用

制限について調査し、MMLsの規定との比較を

行った。 

 

C. 結 果 

 

（1）医療用大麻法（Medical marijuana laws, 

MMLs） 

米国では、連邦法である規制物質法に従って、

大麻をヘロイン、LSD または MDMA 等と同等

の Schedule I と定めその使用を禁止している。

一方、1996年にカリフォルニア州で初めて医療

用大麻法（Medical marijuana laws, MMLs）が可

決さて以来、2019 年 11 月 29 日までに 33 州と

コロンビア特別区(D.C.)において医療目的によ

る大麻の個人的な所持や使用を非罰則化した

MMLsが州単位で運用されている(Table.1)。 

 

（2）レクリエーション用大麻法（Recreational 

marijuana laws, RMLs） 

米国では、大麻を嗜好品として使用すること

を 認めた レクリ エー ション 用大麻法

（Recreational marijuana laws, RMLs）が、2012年

にコロラド州とワシントン州で、2014年にアラ

スカ州、オレゴン州および D.C.で、2016年にカ

リフォルニア州、ネバダ州、メイン州そしてマ

サチューセッツ州そして 2018 年にバーモント

州、ミシガン州、2019年にイリノイ州で可決さ

れている。RMLs が運用されている州内では、

規則を守っている限り大麻を所持、栽培または

使用することによって州法で処罰されること

はない。 

MMLs および RMLs の比較一覧を Table.2 に

示す。嗜好品としての大麻は、21歳以上になる

と購入が可能となる。2019 年 11 月 29 日時点

で、バーモント州、イリノイ州と D.C.を除いて

大麻の商業流通が認められており、州がライセ

ンスを付与した店舗のみで購入が可能となっ

ている。個人間の売買は 11 州および D.C.のす

べてで禁止されている。入店の際、セキュリテ

ィーに ID を見せ、年齢チェックを行うことを
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義務付けている。 

 

 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関

する調査 

 

A. 研究目的 

 

 若年層への薬物乱用防止の効果的な啓蒙活

動には、乱用薬物が引き起こす健康被害等の有

害作用に関する情報を提供することは不可欠

である。 

 最近の薬物乱用問題に目を向けると、大麻乱

用が台頭している。特に、青少年における大麻

乱用や、著名人の大麻所持、違法な大麻栽培等

の国内での事件が後を絶たない。一方、米国で

は、連邦法では違法なものの、州レベルにおい

て大麻の医療適用が進んでいる。さらに、2012

年以降、ワシントン、コロラド、オレゴン州等

で州法の範囲で嗜好品としての使用も始まっ

ている。わが国では、大麻に関しては「大麻取

締法」によって」規制されている。一方、諸外

国での対応については、条約違反の指摘がある

中、一部の国で嗜好品としての使用も認めてい

る、また、認めようとしていることから、薬物

乱用防止を念頭に、本法への影響を鑑み大麻に

関する情報を整理することが必要である。 

 本研究では、大麻の臨床上の特性を「有害作

用」と「臨床応用」に着目して、文献レビュー

を実施した。 

 

B. 研究方法 

 

 医学文献データベース (PubMed、Clinical 

Trials.gov)による文献検索を実施した。2016 年

12 月までにデータベースに投稿された情報を

検索した。 

 検索には、次のキーワードを使用した。  

○有害作用： (“marijuana abuse” OR addictive 

behavior OR substance related disorders)’’ 

○臨床応用： “(cannabis OR marijuana) AND 

(therapeutic use OR therapy) AND (RCT OR 

randomized controlled trial OR “systematic review” 

OR clinical trial OR clinical trials) NOT (“marijuana 

abuse” [Mesh] OR addictive behavior OR substance 

related disorders)’’ 

 

PubMed: PubMedは、既発表の医療試験・科学試

験のデータベースで、Entrez 情報検索システム

の一部として、NIHにある米国国立医学図書館

（NLM）が維持している。PubMedは、MEDLINE、

生命科学系雑誌及び電子書籍から 2400 万件を

超える生物医学系文献の抜粋を収載している

(http:// www.ncbi. nlm.nih.gov/pubmed)。 

 

C. 研究結果 

 

大麻作用 

 大麻摂取による主な薬理作用は以下の特徴

が示されている (Adams and Martin, 1996; 

Gonzalez, 2007; Hollister 1986, 1988)。 

 

大麻急性使用による影響 

大麻の急性使用 

 (1)高揚感、脱抑制 

 (2)吐き気、抑うつ、興奮、錯乱、眠気、パニ

ック発作 

 (3)音刺激、触覚に対する知覚の変容 

 (4)時間感覚の歪み、短期記憶の障害 

 (5)自動車の運転への影響、運動失調と判断力

の障害  

 

大麻慢性使用による影響 

 (1)薬物依存、退薬症候の発現 

 (2)統合失調症、うつ病の発症リスクの増加

（特に、若年からの使用はハイリスク） 

 (3)認知機能、記憶等の障害 

 (4)他の薬物使用のリスクを高める 

 

慢性使用による行動障害 

（大麻の慢性使用） 

 (1)薬物依存、退薬症候の発現 

 (2)統合失調症、うつ病の発症リスクの増加

（特に、若年からの使用はハイリスク） 
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 (3)認知機能、記憶等の障害 

 (4)他の薬物使用のリスクを高める 

 

青少年の大麻使用 

大麻使用の結果生じる行動障害や認知機能

への影響は、大麻使用開始の年齢に起因する可

能性が示唆されている。例えば、15歳以下で大

麻使用を開始した場合、注意力持続評価、衝動

の制御、一般情報処理機能に障害が見られる

(Fontes et al., 2011; Gruber et al., 2012)。若年期に

大麻の使用を開始した人の IQ の低下は、大麻

使用を中止してから少なくとも 1年は持続する

ことが報告されている(Meier et al., 2012)。 

 大麻使用量との関連性については、Gruberら

(2012)による研究の中で、より若年で大麻使用

を始めた被検者では、大麻の使用頻度は 2 倍、

1 週間当たりの使用量は 3 倍であり、行動や認

知機能障害への悪影響は多大であった。同様に、

若年期に大麻使用を開始して生じる IQ の低下

については、大麻の使用量が増えるほど低下の

度合いが大きかった(Meier et al., 2012)。さらに、

検査時点で大量かつ慢性的に大麻を使用して

いる被検者では、IQ測定のためのスコアである

短期記憶、長期記憶、情報処理速度は障害を受

けていることを示した (Fried et al., 2005)。以上

の結果から、大麻の使用開始年齢、大麻の使用

量および使用頻度が、その後の行動や認知機能

の障害の強さとの関係性があると考えられる。 

 

 米国精神医学会のDSM-5（2013）における

大麻使用障害に関する説明（概要） 

 大麻使用障害を有する人々は、数ヶ月また

は数年の間、1日中 大麻を使用する可能性が

あり、さらに一日をその影響下で費やす可能

性がある。そうでない人々はまれにしか使用

しないかもしれないが、大麻の使用は家族、

学校、仕事、またはその他の重要な活動に関

連して繰り返し起こる問題（例えば、職場で

の高頻度の欠勤、家族の義務の無視）が原因

である。身体的に危険を伴う活動を行う際に

定期的な大麻の使用と中毒症状が負の行動

や認知機能に影響を与えるので、仕事や学校

での最適なパフォーマンスに悪影響を及ぼ

す。同様に様々な日常の行動や作業（車の運

転、スポーツのプレイ、機械操作を含む手作

業の実施）における事故等の危険性を増大さ

せる。家庭での大麻の使用（子供の前で使用

する）に関しては、家庭のあり方に悪影響を

及ぼし、また大麻使用障害を持つ人々の共通

の特徴である。 最後に、大麻使用障害を持つ

人々は、有害作用：身体的な問題（例えば、

喫煙に関連する慢性の咳）またはその使用に

関連した心理的な問題（過度の鎮静または他

の精神衛生上の問題の悪化）の知識があるに

もかかわらず、大麻を使用し続ける。 

 

大麻使用と精神病の関連※ 

※本研究では、以前の大麻使用とそれに続く精

神病の発生の直接的な結びつきに関する根拠

のみ評価した。しがたって、健常人において大

麻摂取で発現する一時的な効果が精神病の症

状と同じなのか？あるいは既に統合失調症と

診断されている人の精神症状を悪化させるの

か？といった観点には言及できない。 

 

 大麻使用と精神病の関連性を分析する際に、

被験者が既に精神病の診断がなされている患

者か、あるいは障害の診断は満たさない(精神病

に関連するいくつかの症状を明らかに呈して

いない)かを評価することが重要である。今回の

分析では、Diagnostic and Statistical Manual (DMS-

5)や International Classification of Diseases (ICD-

10)による精神病の診断基準により精神病性障

害と診断された被験者を用いた研究を中心に

まとめた。 

 スウェーデンの研究では、15 年間にわたり

50465 名を対象にして、大麻使用と統合失調症

の発症リスクに関する検討が行われた

(Andréasson et al., 1987)。18歳までに、大麻を使

用した場合、2.4倍の発症リスクがあることが示

唆された。同様に、大麻の使用頻度が高くなる

と、統合失調症の発症リスクが高まる可能性が

確認されている(Zammit et al., 2002)。研究規模は

小さいものの、オランダ(van Os et al., 2002)、ド
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イツ(Henquet et al., 2004)、ニュージーランド

(Arseneault et al., 2002; Fergusson et al., 2003)にお

いても同様の解析結果が示されている。 

 大麻使用と精神症状の関連性に関するメタ

解析研究では、精神病症状および精神病性障害

の発症リスクは大麻使用経験者では、1.4倍およ

び大麻慢性使用者では 2.09 倍であったとされ

る(Moore et al., 2007)。特に、若年層での大麻使

用の危険性が指摘されている(Mullin et al., 2012)。 

 一方、大麻の使用と精神病発症の危険性につ

いては、薬物の使用歴と症状を精査し、より具

体的な危険因子について検証の必要があると

いう報告もある (Minozzi et al., 2010)。また、大

麻を使用した被験者が使用しなかった被験者

と較べて精神病と診断される割合は、必ずしも

高値を示さないことも今後の課題として示さ

れている(Fergussen et al., 2003, 2008; Kuepper et 

al., 2011; Van Os et al., 2002)。大麻の使用が精神

病の発症にどのように関わるか？については、

更なる検証が必要であると考えられる。 

 うつ病の発症については、大麻乱用開始時期

のうつ病発症の有無の補正が不完全ではある

が、わずかに発症リスクが上昇（1.15 倍程度）

する危険性が示されている(Moore et al., 2007； 

Horwood et al., 2012)。一方、ノルウェーの研究

では、大麻使用障害の患者において、特に重度

の大麻使用者では、自殺リスクが上昇すること

が示されている(Arendt et al., 2013)。 

 大麻使用と様々な精神疾患の発症リスクに

関する研究から、若年から使用を開始し、長期

にわたる大麻使用は高い危険性が存在すると

考えられる。大麻使用による精神疾患の発症リ

スクについては、継続的な検証が必要である。 

臨床効果 

 

（医療応用の動向） 

 (1)痛みの緩和（神経因性疼痛） 

 (2)食欲増進(HIV患者での食欲刺激) 

 (3)多発性硬化症 

への臨床応用が期待されている。 

 

（３）米国における薬物乱用防止教育 

 

A. 研究目的 

 

米国の薬物乱用防止教育について調査す

る。 

 

B. 研究方法 

 

薬物乱用防止教育で、様々なプログラムが

開発されている(Sussman et al., 2014)。いずれの

プログラムにも、動機(motivation)、スキル

(skills)、意思決定(decision making)のいずれか

の要素が組み込まれている。3つの要素全てを

網羅し、大麻使用に効果のある Project Towards 

No Drug Abuse (TND)プログラムに着目し、こ

のプログラムの指導に用いられているテキス

トの内容およびその効果について調査を行な

った。 

 カリフォルニア州で使用されている薬物乱

用防止教育の指導用テキストを、プログラムの

開発元である南カリフォルニア大学の Project 

towards no drug abuseのホームページより入手し

た。 

 

C. 研究結果 

 

TNDプログラムは、南カリフォルニア大学で

の 20 年以上に渡る研究に基づいて開発された

もので、14 歳から 19 歳までの高校生を対象と

した、全 12回の授業形式で構成されている。基

盤となる理論は「動機-スキル-意思決定モデル」

で、これら 3つの要素に介入することで、薬物

の誤った使用や他の問題となる行い（暴力や危

険な性行動など）の予防・減少が達成できると

する理論である。 

全 12回の授業概要を Table.3に示す。各授業

は対話形式となっており、生徒間や生徒と教師

の間においての議論によって進行する。 

 

D. 考察 

 

（１）米国における大麻規制の現状 
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米国では、33州および D.Cにおいて大麻を医

療目的で使用することを認めている。しかし、

適応症の数、個人の所持量や使用方法などは州

単位で異なっており、全州で統一がなされてい

ないことが明らかになった。がん治療や

HIV/AIDS 治療に伴う食欲不振や吐き気止めな

ど特定の症状、多発性硬化症等に起因する痙縮

の抑制に対する効果が期待されており、米国に

おける医療用大麻の使用拡大に寄与している

と考えられる。しかしながら、他の適応症に関

しては、臨床上の有効性に関する検討が不足し

ており、更なる研究が必要であると考えられる。 

大麻を嗜好品として使用を認めている州で

は、大麻の売買は課税対象となっており、州の

財源となっている。大麻関連製品を取り扱うこ

とは、税収の確保という観点から新規の産業と

して影響力があると考えられる。また、大麻販

売から得られた税収が、未成年や女性に対する

大麻使用の有害性について啓発活動に使われ

ている。すなわち、米国における大麻規制の緩

和は、必ずしも大麻の安全性を背景にしたもの

ではなく、大麻の流通量や社会情勢が影響して

いると考えられる。 

嗜好品における大麻の使用は、年齢制限、所

持・栽培量や使用可能な場所に厳しい制限と違

反した場合の罰則が設けられていた。しかし、

コロラド州では、2012年に大麻の所持や栽培が

一定の制限下で合法化されているにもかかわ

らず、2013年以降逮捕者の大幅な減少は認めら

れなていない。特に、逮捕者の 70%以上を未成

年が占めており、未成年への乱用防止政策の厳

しい現実が明らかになった。また、大学や職場

での大麻の使用が蔓延しており、日本からの留

学生や社会人が容易に大麻に手を出すことが

無いよう我が国の関係機関が協力して啓発し

ていく必要がある。 

 大麻規制を緩和することで大麻使用者は増

加することから、今後も新たな公衆衛生上の問

題が発生する可能性がある。米国では厳格な規

則のもと大麻の使用を認めているが、カリフォ

ルニア州とコロラド州から見た実態は、必ずし

も規則が守られているとは限らない状況であ

る。引き続き、世界的な大麻規制の変化を注視

し、わが国でも大麻使用に関する健康被害およ

び社会生活に対する影響などを含む総合的な

検証が必要であろう。 

 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関

する調査 

 

 本研究では、大麻の臨床上の特性を「有害作

用」と「臨床応用」に着目して、文献レビュー

を実施した。 

 大麻の有害作用については、急性作用として、 

 (1)高揚感、脱抑制 

 (2)吐き気、抑うつ、興奮、錯乱、眠気、パニ

ック発作 

 (3)音刺激、触覚に対する知覚の変容 

 (4)時間感覚の歪み、短期記憶の障害 

 (5)自動車の運転への影響、運動失調と判断力

の障害  

 

が生じることが判明した。特に、大麻摂取時の

自動車の運転はその危険性が高い。 

 

また、大麻の慢性使用については、 

 (1)薬物依存、退薬症候の発現 

 (2)統合失調症、うつ病の発症リスクの増加

（特に、若年からの使用はハイリスク） 

 (3)認知機能、記憶等の障害 

 (4)他の薬物使用のリスクを高める 

 

という特徴が確認された。大麻の高頻度、長期

間の使用により、統合失調症の発症リスクを高

める危険性がある。また、青少年の大麻使用を

契機に、大麻使用障害や覚せい剤やコカイン等

の他の違法薬物の乱用に移行し、薬物依存症に

陥る危険性がある。 

 

 大麻の医療応用の可能性としては、 

 (1)痛みの緩和（神経因性疼痛） 

 (2)食欲増進(HIV患者での食欲刺激) 

 (3)多発性硬化症 
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に対する効果が評価されている。研究の開始時

には、緑内障への治療効果が期待されたが、必

ずしも有効性が確定しない場合もある。大麻の

医療への応用については、有害作用を考慮した

慎重な検証が必要であろう。 

 

（３）米国における薬物乱用防止教育 

TNDプログラムは、これまでに 7つの実験的

試験によって厳密に効果が検証されており、過

去 30日以内の大麻、アルコール、タバコ、ハー

ドドラッグ（コカインや幻覚剤、興奮剤、吸入

剤、その他の薬物）の使用の減少や男子学生に

おける暴力や武器の所持の減少といった効果

が得られることが確認されている。一方で、本

プログラムの生徒による自己学習には効果が

ないことが示されており、プログラムを用いた

教育機関での薬物乱用防止教育が、若者の薬物

乱用の抑止に有用であるということが示され

ている。 

 

E. 結論 

 

（１）米国における大麻規制の現状 

米国における医療用大麻法およびレクリエ

ーション用大麻法は、その運用は厳格なルール

が定義されている。特に、嗜好品として認めて

いる州では、罰則規定など厳しい規制を設けて

青少年での使用には警戒している。一方で、必

ずしも大麻の規制が守られているわけではな

く、様々な公衆衛生上の問題も発生している。

世界的な大麻規制の変化を注視し、わが国でも

大麻使用に関する健康被害および社会生活に

対する影響などを含む総合的な検証が必要で

あろう。 

 

（２）大麻および関連化合物の生体作用に関

する文献検索 

 本研究における検索結果から、大麻を使用し

た直後の危険性として、大麻使用により意識の

変容が生じ、自動車等の操作に影響を与えるこ

とが考えられる。また、大麻の慢性使用は、退

薬症候をともなう薬物依存に陥る危険性があ

る。特に若年からの大麻使用（高頻度かつ長期

間）は、統合失調症、うつ病の発症を増加させ

る危険性があり、注意を要すると考えられる。 

 大麻の医療への応用に関しては、研究の対象

サンプルが小さいため、十分な解析の上での評

価結果であるかは判断が難しい状況であった。

大麻および関連化合物の取り扱いについては、

有害作用による不利益を十分考慮した慎重な

対応が必要である。現時点では、大麻の成分に

着目した研究が望ましいと考えられる。 

 

（３）米国における薬物乱用防止教育 

大麻使用抑止のためには、動機(motivation)、

スキル(skills)、意思決定(decision making)の 3つ

の要素を網羅した、教育プログラムが効果的で

あると考えられる。 

 

 若年層への薬物乱用防止の効果的な啓蒙活

動には、乱用薬物が引き起こす健康被害等の有

害作用に関する情報を提供することは不可欠

である。本研究を通じ、若年からの大麻使用は、

様々な精神疾患へつながるリスクを否定でき

ないことが判明した。大麻に関する有害作用と

有用性に係る最新の情報を整理し、薬物乱用防

止の効果的な啓蒙活動に利用することが重要

であろう。適切なプログラムを用いた教育機関

での薬物乱用防止教育が、若者の薬物乱用の抑

止に有用であると考えられる。 
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Table.1 米国 33州および D.C.におけるMedical marijuana lawsの比較 

 

2019 年 11 月時点における米国 33 州および D.C.の医療用大麻の管轄サイトより運用方法の情報を

収集した。各州は、医療用大麻法が合法化した順となっている。基本的な年齢は 18歳以上だが、す

べての州で親の同意があれば 18歳未満でも患者登録は可能である。適応症の数は、制度の見直しに

よって増減する可能性がある。所持量は大麻草の量を表しており 1ozは約 28.35gで換算される。大

麻加工製品は製品の種類ごとに所持量の規制がある。喫煙は、大麻草の加熱吸引のことであり、ヴ

ェポライザー等の使用については別に規制される場合がある。喫煙の可否が定められていても、使

用可能な場所は基本的に自宅のみである。大麻影響下における自動車の運転操作は禁止されている。 
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Table.2 米国 11州および D.C.における医療用とレクリエーション用の大麻規制の比較 

 

2019年 11月時点での医療用大麻法と嗜好品大麻法を管轄する州のサイトより法律名、法案が可決

した年、大麻使用可能な対象年齢、大麻の所持量、大麻の購入かかる税金の規定を調査した。D.C.

では、嗜好品としての大麻の商業取引は禁止されており、税金に対する規定は定まっていない。バ

ーモント州とイリノイ州では大麻の店舗販売はまだ始まっておらず、税金の規定は検討中となって

いる。使用可能な場所はすべての州で共通して自宅などプライベート空間のみとなっていた。 
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Table.3  TNDプログラム全 12回の授業の概要 

 

Project Towards No Drug Abuse (TND)プログラム 

 


